
環境省総合環境政策局環境計画課
平成28年11月

「地球温暖化対策の推進に関する法律」の
平成28年改正趣旨 及び

「地球温暖化対策計画」の内容について



○ 昨年12月の「パリ協定」により、世界の今後目指すべき社会像が明確に提示。
○ 国内でも本年5月に「地球温暖化対策計画」を策定、地球温暖化対策推進法も改正。
○ 都市を含む地方公共団体の役割がますます重要視されつつある。

• 中期目標として、2030年度に2013年度比で26％減（2005年度比25.4%減）を明記。
• 長期的目標として「2050年までに80％の温室効果ガスの排出削減を目指す」ことにも言及
• 地方公共団体を始めとする地域の地球温暖化対策についても求められる取組を詳しく記載。

政府が「地球温暖化対策計画」(平成28年5月13日閣議決定)を決定

はじめに ～地球温暖化対策は、国内外で新たなステージへ～

• 海外において、地方公共団体間での先進的取組の共有・促進が急速に進展(例：COP21前の「リ
マ・パリ行動アジェンダ」）

• 本年5月のG7富山環境大臣会合における「都市の役割」に関する特別セッションに国内外の7都市が
出席(日本：富山市、北九州市、東松島市）。優良事例の更なる共有等を含む共同議長サマリー
は全体会合のコミュニケにも反映。

• 本年の地球温暖化対策推進法改正において、都市機能の集約化など、地方公共団体の取組につい
て規定を拡充。

地域における地球温暖化対策の重要性の拡大
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地球温暖化対策を巡る国際情勢
～主要国が続々と新たな国際枠組みに参加～



● ＣＯＰ21（2015年11月30日～12月13日、於：フランス・パリ）
において、 「パリ協定」（Paris Agreement）採択
 「京都議定書」に代わる、2020年以降の温室効果ガス排出
削減等のための新たな国際枠組み

 歴史上初めて、全ての国が参加する公平な合意
● 安倍総理が首脳会合に出席
 2020年に現状の1.3倍の約1.3兆円の資金支援を発表
 2020年に1000億ドルという目標の達成に貢献し、合意に向けた交渉を後押し

● 2016年4月22日にパリ協定署名式を米国・NYで開催
 我が国を含む175ヶ国・地域が署名（一つの国際条約に対する一日の署名国として史上最多）

●パリ協定のポイント
 世界共通の長期目標として平均気温の上昇を2℃より十分下方に抑えること（2℃目標）の設定更に1.5℃
までに抑えるよう努力することへの言及

 主要排出国を含む全ての国が削減目標を作成、提出、維持し、その目的を達成するため
国内措置を遂行することを規定。また、削減目標を5年ごとに提出・更新

 長期の温室効果ガス低排出発展戦略を作成、提出するよう努めるべき
 全ての国が共通かつ柔軟な方法で実施状況を報告し、レビューを受けること
 適応の長期目標の設定、各国の適応計画プロセスや行動の実施、適応報告書の提出と
定期的更新

 イノベーションの重要性の位置付け
 5年ごとに世界全体の実施状況を検討する仕組み（グローバル・ストックテイク）
 先進国が資金の提供を継続するだけでなく、先進国以外の締約国も自主的に資金を提供
 我が国提案の二国間クレジット制度（JCM）も含めた市場メカニズムの活用を位置づけ
 発効要件を国数のみならず排出量の二重の基準へ

パリ協定の採択・署名
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2020年までの想定されるスケジュール

COP22 モロッコ・マラケシュ
（11/7～18）

※第1回パリ協定締約国会
合も開催

COP21

採択

2015 2016 2020

パリ協定の
締結・発効

締結に向けた手続き

11月4日
発効

2018

パリ協定の
詳細ルール等

交渉

特別作業部会（半年に1回）及びCOP

条約事務局等

2017

1.5℃目標特別報
告書作成(IPCC)

進捗確認のための
促進的対話

各国の目標

各国の
目標の更新・

提出

2020年まで

長期の低排出開発戦略の提出
2020年まで

各種詳細ルール等
を採択予定

署名式
(4/22 ニューヨーク)
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パリ協定に関する今後の予定



 2016年９月３日 アメリカと中国がパリ協定に同時締結
 パリ協定は、世界の温室効果ガス総排出量の55％以上を占める55カ国以上の締結で

発効

アメリカ・中国のパリ協定同時締結

（出所）UN News Center
http://www.un.org/apps/news/story.asp?NewsID=54836#.V80UFsuChM
u

【米中共同声明の概要】
○米中両国はパリ協定の締結文書を提出。各国に対して可能な限り早期に参
加するよう呼びかけ、本年中の発効を期待。

○米中両国は、今世紀半ばの長期温室効果ガス低排出発展戦略を作成し、
公表。米国は2016年にその戦略を公表する予定、中国は可能な限り早く公
表。

○モントリオール議定書のHFC改正について、先進国・途上国共に、早期に強度
の高い削減を実施。先進国からの資金を増加し、途上国による実施を支援。
同議定書改正案の本年中の合意を目指す。

○国際民間航空機関（ICAO）理事会において、国際航空の排出に係るグ
ローバル市場措置計画案について合意を目指し、併せて（両国が）当該措
置の早期参画国になることを期待。

○米国は、風力と太陽光エネルギーの生産及び投資の税減免政策を５年延長。
国内のＨＦＣ及び天然ガスとゴミ埋立業界のメタン排出の減少措置について
本年に完成させる等の措置を実施。

○中国は、工業、交通及び建築分野のエネルギー効率の基準を高めることに努
める。再生可能エネルギーの発展を加速させ、2017年に全国炭素取引市場
をスタートさせる。ＨＦＣの生産及び消費を徐々に削減していく等の措置を実
施。
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中国, 20.09 

米国, 17.89 

EU, 12.08 

ロシア, 7.53 
インド, 4.10 

日本, 3.79 

ブラジル, 2.48 

カナダ, 1.95 

韓国, 1.85 

メキシコ, 1.70 

インドネシア, 1.49 
オーストラリア, 1.46 

南アフリカ, 1.46 

各国のGHG排出量割合

その他, 5.05

 発効要件：締結した国数が55か国
以上、かつ、その排出量が世界総排
出量の55%以上。

 10月5日に発効要件に到達。11月4
日に発効。（発効要件を満たした後
三十日目の日に効力が発生。）

 米、中、印を含む85か国及びEU
（総排出量の約61.7％）が締結。
（10月26日現在）

※COP22（11月7-18日）で、我が
国の迅速な締結につき明確な姿勢を
示す必要。

：締結した主な国

10月26日現在

（注：28か国中、10か国、
6.06％が締結）

パリ協定の発効について
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地球温暖化対策の推進に関する法律の平成28年改正
～新たな動きへの3本柱～



•我が国の26％削減目標達成には、民生部門（家庭･業務）４割などの大幅削減が必要であり、規制・補助金・税制優遇による誘導だけでな
く、国民各界各層の意識と行動の変革をお願いする必要がある。

•そのため、温暖化対策計画の事項に、排出削減に関する普及啓発等を明記（法定）し、国民運動を抜本強化。
•温暖化への危機感を共有し、低炭素な「製品」「サービス」「ライフスタイル」の“賢い選択”（COOL CHOICE）のメリットを伝え、
行動につなげていく。

地球温暖化に関する危機意識の浸透
・地球温暖化問題を身近に感じてもらうことにより、
国民一人一人の自主的な行動を促す

幅
広
い
関
係
者
と
も
連
携
・
協
力
要
請
し
、
政
府
全
体
で
取
組
む

③低炭素なライフスタイル転換
・クールビズ、ウォームビズ等を通じた節電
・ウォームシェア(公共施設、都市部では銭湯の利用等)
・エコドライブ、自転車の利用
・森里川海の保全・活用

経済的(省エネ)で快適・健康的(室内環境、ヒートショック防止等)な、低炭素な暮らし

①低炭素製品への買換
・LED・エアコン・冷蔵庫・エコカーなどの省エネ製品
・高効率給湯器、節水型トイレ
・高断熱高気密住宅の新築・リフォーム

②低炭素サービスの選択
・公共交通
・都市部ではカーシェアリング
・低炭素物流サービスの利用
・スマートメーターによる「見える化」

・危機意識浸透のための効果的なコンテンツの作成
・動画等の伝達手段の活用
・IPCCリポート・コミュニケーターによる出前授業
・小・中・高校等での環境教育

・家電量販店、小売店等と連携したLED・省エネ家電へ
の買換え促進
・LED普及キャンペーン「あかり未来計画」
・関係業界と連携した高効率給湯器、節水型トイレ、高
断熱高気密住宅の新築・リフォームの促進
・自販連、自工会等と連携したエコカーの販売促進

・鉄道・バス業界等と連携し、公共交通の利用促進
・関連企業と連携し、都市部でのカーシェアリングを促
進
・物流業界、ネット通販業界、コンビニ等と連携し、
低炭素物流サービスの利用を促進

・自治体、産業界、メディア、NPO等と連携し、クール
ビズ、ウォームビズ、ウォームシェア、エコドライブ
等の普及イベント開催等の広報を実施

重
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出

未来のために、いま選ぼう。

①国民運動の強化：COOL CHOICEを旗印とするムーブメントづくり
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 パリ協定では、世界共通の目標として、気温上昇を２度より十分下方に抑える（1.5℃に抑える努力を追求）こと、そのために、
今世紀後半に温室効果ガスの排出と吸収をバランスさせるよう急激に排出を削減することを明記。

 また、パリ協定では、緩和全般、市場メカニズム（JCMを含む）の活用、必要とする途上国への資金・技術移転・能力開発の支援等の国際
協力が規定され、COP決定で地方自治体・民間事業者等の非政府主体の努力拡大を含むあらゆるレベルの国際協力の重要性が強調された。

 我が国としても、世界全体での抜本的な排出削減に貢献すべく､「美しい星への行動2.0（ACE2.0）」を実施していく方針（平成27年12月
22日地球温暖化対策推進本部決定）。

 国内の排出削減対策はもとより、二国間クレジット制度（JCM）や様々な国際協力枠組みなど地球規模の排出削減に貢献する
国際協力の取組を、地球温暖化対策計画に定める事項に明記（法定）し、一層強力に推進していく。

気温上昇を2度以内に抑えるとの共通目標に向け、世界全体の排出削減への国際協力が重要

地域

三カ国の環境大臣が環境問題に
関する対話を行い、協力関係を
強化する会合。1999年より毎年
開催し、本年は静岡で開催予定
。

持続可能な都市に関するモデ
ル都市プログラムの支援等、
ASEAN地域における環境分
野での協力活動について議論
。

 Ｇ７・Ｇ２０等での多国間での議論を通じた国際的な世論
喚起や合意事項の積極的推進。

 OECD等における政策検討への積極的参加と貢献。
 国際再生可能エネルギー機関（IRENA）による研修の実施
等による人材育成への貢献

多国間

日中韓三カ国環境大臣会合
（TEMM） ASEAN+3環境大臣会合

※我が国の約束草案における位置づけ
毎年度の予算の範囲内で行う日本政
府の事業により2030年度までの累積
で5,000万から1億t-CO２の排出削減
・吸収量が見込まれる。

日仏環境協力覚書署名式

日米環境政策
対話や日仏環
境協力覚書等
を通じ、先進
国としての温
暖化対策の協
調。

モンゴル、インド
ネシア、シンガポ
ール、イラン等の
途上国との環境政
策対話や、専門家
派遣を実施。インドネシアの

コベネフィット技術実証施設

二国間
二国間クレジット制度（JCM）

高効率ｱﾓﾙﾌｧｽ変圧器(ﾍﾞﾄﾅﾑ)

○途上国への優れた低炭素技術等の普
及を通じ、地球規模での温暖化対策
に貢献するとともに、日本からの排
出削減への貢献を適切に評価し、我
が国の削減目標の達成に活用。

○現在、インドネシア、ベトナム等の
16か国と構築済。10件の登録プロ
ジェクトを含む69件の資金支援事
業、実証事業を実施中。

高効率冷凍機(ｲﾝﾄﾞﾈｼｱ)

日本 ﾊﾟｰﾄﾅｰ国
削減目標
の達成に
活用

低炭素技術
普及に貢献

クレジット

事業を実施し
、ガスを排出

削減

二国間政策協調の推進

②国際協力を通じた地球温暖化対策の推進
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【改正事項】地方公共団体の温暖化対策の実行計画を、複数の地方公共団体が共同で策定できる旨を規定。
←地域の温暖化対策は、区域をまたぐ公共交通の利用促進や、農村部の再エネの都市部での積極的な導入など、

複数の地方自治体が広域的に連携して取り組むことが有効。

【改正事項】実行計画の記載事項に、「都市機能の集約」「低炭素な日常生活用製品等の利用の促進」を明記。
← 各種施設等を集約し、公共交通等で移動できるコンパクトなまちづくりが、地域のCO2排出の削減に有効。
← 「①国民運動の強化」の一環として、国と連携して、自治体が住民等に低炭素製品等の利用促進を促すことが有効。

＜例＞ 自治体をまたぐバイオマス資源の利用促進
財政力のある都市部の自治体が、住民から出資を募り、

農村部の自治体と提携してバイオマス発電事業を立ち上げ
、発電設備等の導入に出資を行い、電力の供給を受ける。

＜例＞ 都市機能の集約
公共交通の活性化や戸建から集合住宅への住み替え

の推進等により、居住・商業・業務などの都市の諸機
能の集積を行う。

地域の実情に応じた地方自治体の地球温暖化対策は、我が国の低炭素社会構築の重要な柱

山 元

チップ工場等

バイオマス発電・
熱供給施設

公共建築物等
での利用

農村部

都市部

例：富山市が目指す「団子と串」の都市構造
「串＝公共交通」で「団子＝徒歩圏（地域の生活拠点）」をつなげるこ
とで
自動車を利用しなくても日常生活に必要な機能を利用出来るまちづくり

出典：第2期富山市中心市街地
活性化基本計画（概要版）

③地方自治体による地域レベルの地球温暖化対策の推進
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地球温暖化対策計画（平成28年5月13日閣議決定）
～8年ぶりの国家計画と地方への期待～



◆国内の排出削減・吸収量の確保により、2030年度に2013年度比▲26.0%
（2005年度比▲25.4%）の水準（約10億4,200万t-ＣＯ２）にする。

◆エネルギーミックスと整合的なものとなるよう、技術的制約、コスト面の課題などを
十分に考慮した裏付けのある対策・施策や技術の積み上げによる実現可能な削減目標。

（平成27年7月17日気候変動枠組条約事務局へ提出）

「日本の約束草案」のポイント
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＜第４章 進捗管理方法等＞

＜はじめに＞
○地球温暖化の科学的知見
○京都議定書第一約束期間の取組、2020年までの取組

＜第１章 地球温暖化対策推進の基本的方向＞

＜第２章 温室効果ガス削減目標＞

＜第３章 目標達成のための対策・施策＞

＜別表（個々の対策に係る目標）＞

■目指すべき方向
①中期目標（2030年度26％減）の達成に向けた取組
②長期的な目標（2050年80％減を目指す）を見据えた
戦略的取組

③世界の温室効果ガスの削減に向けた取組

■基本的考え方
①環境・経済・社会の統合的向上
②「日本の約束草案」に掲げられた対策の着実な実行
③パリ協定への対応
④研究開発の強化、優れた技術による世界の削減への貢献
⑤全ての主体の意識の改革、行動の喚起、連携の強化
⑥ＰＤＣＡの重視

■我が国の温室効果ガス削減目標
・2030年度に2013年度比で26％減（2005年度比25.4%減）
・2020年度においては2005年度比3.8％減以上

■計画期間
・閣議決定の日から2030年度まで

○2020年以降の国際枠組みの構築、自国が決定する
貢献案の提出

■国、地方公共団体、事業者及び国民の基本的役割
■地球温暖化対策・施策
○エネルギー起源ＣＯ２対策
・部門別（産業・民生・運輸・エネ転）の対策

○非エネルギー起源ＣＯ２、メタン、一酸化二窒素対策
○代替フロン等４ガス対策
○温室効果ガス吸収源対策
○横断的施策
○基盤的施策

■公的機関における取組
■地方公共団体が講ずべき措置等に関する基本的事項
■特に排出量の多い事業者に期待される事項
■国民運動の展開
■海外での削減の推進と国際連携の確保、国際協力の推進
・パリ協定に関する対応
・我が国の貢献による海外における削減
－二国間クレジット制度（ＪＣＭ）
－産業界による取組
－森林減少・劣化に由来する排出の削減への支援

・世界各国及び国際機関との協調的施策

■地球温暖化対策計画の進捗管理
・毎年進捗点検、少なくとも３年ごとに計画見直しを検討

■エネルギー起源ＣＯ２
■非エネルギー起源ＣＯ２
■メタン・一酸化二窒素

■代替フロン等４ガス
■温室効果ガス吸収源
■横断的施策

地球温暖化対策計画（平成28年5月13日閣議決定）の全体構成
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地球温暖化対策は、科学的知見に基づき、国際的な協調の下で、我が国として率先的に取り組む。
中期目標（2030年度削減目標）の達成に向けた取組

長期的な目標を見据えた戦略的取組

世界の温室効果ガスの削減に向けた取組

国内の排出削減・吸収量の確保により、2030年度において、2013年度比26.0％減（2005年度比
25.4％減）の水準にするとの中期目標の達成に向けて着実に取り組む。

パリ協定を踏まえ、全ての主要国が参加する公平かつ実効性ある国際枠組みのもと、主要排出国がそ
の能力に応じた排出削減に取り組むよう国際社会を主導し、地球温暖化対策と経済成長を両立させな
がら、長期的目標として2050年までに80％の温室効果ガスの排出削減を目指す。

地球温暖化対策と経済成長を両立させる鍵は、革新的技術の開発である。また、我が国が有する優れ
た技術を活かし、世界全体の温室効果ガスの排出削減に最大限貢献する。

○我が国の地球温暖化対策の目指す方向

○地球温暖化対策の基本的考え方

環境・経済・社会の
統合的向上

約束草案の対策の
着実な実施

パリ協定への対応
（長期的戦略的取組

の検討）

研究開発の強化と
世界への貢献

全ての主体の参加
透明性の確保

計画の
不断の見直し

 2020年までの長期の温
室効果ガス低排出発展戦
略の提出が招請

 革新的技術の研究開発は
もとより、技術の社会実
装、社会構造やライフス
タイルの変革などの長期
的、戦略的取組について
引き続き検討

地球温暖化対策の基本的方向と温室効果ガスの削減目標
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 26%削減の達成のため、徹底した省エネルギー、再生可能エネルギーの最大限導入等に積極的に取り組む。
（特に民生分野（業務・家庭）は約４割の大幅削減が必要。対策を抜本強化）。

 制度面（規制や税制）と、エネルギー特別会計予算による財政・金融面で両輪の対応。

徹底した省エネルギー

再生可能エネルギーの最大限導入

GDP当たり排出量約４割改善【0.29 →0.16kg /米ドル 】
・減税（グリーン投資、省エネ住宅、エコカー、贈与特例等）
・排出抑制等指針
・省エネ法（年１％省エネ、住宅建築物断熱、家電等
トップランナー）

・発電量に占める再生可能エネルギーの割合を倍増
【11%(2013)→22～24%(2030)】
・固定価格買取制度を適切に実施

・最新鋭の発電技術の導入促進
・電力業界の自主的枠組み
・省エネ法・高度化法の基準強化

電力業界全体の実効ある対策

部門別（産業、家庭、業務、運輸）に取組を計画的に進めるほか、政府の率先実行（庁舎のLED化な
ど）や国民運動（COOL CHOICEなど）の強化を通じた一人一人の意識や行動の変革、地域の取組の推
進等あらゆる政策・施策を総動員。2030年まで累積約100兆円の低炭素投資を引き出す。

2030年26%削減に向けた取組の全体像
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個々の対策における対策評価指標の例

対策評価指標 2013年度実績 2020年度 2030年度
コージェネレーションの

累積導入容量 1,004万kW 1,134万kW 1,320万kW

高効率照明（LED等）の導入 0.5億台（業務）
0.6億台（家庭）

1.8億台（業務）
2.4億台（家庭）

3.2億台（業務）
4.4億台（家庭）

家庭用燃料電池の導入 5万台 140万台 530万台
次世代自動車の

新車販売に占める割合 23.2％ 20～50% 50～70%

クールビズの実施率 71.3%（業務）
77.0%（家庭）

83.1%（業務）
86.5%（家庭）

100%（業務）
100%（家庭）

 2030年26％減の達成に向け、３段階で進捗管理を厳格に実施。
①国全体
我が国の温室効果ガスの排出量を、毎年２回公表（11月頃速報値、４月頃確報値）。

②温室効果ガス別・部門別
ガス別・部門別に目標を設けた上で、地球温暖化対策推進本部で毎年実施。

③個々の対策
個別に評価指標を設けた上で、地球温暖化対策推進本部で毎年実施。
（注：予算、税制等の取組状況についての関係審議会等における評価・点検も踏まえる。

進捗が遅れているものは、施策の充実強化や新規の対策・施策を含めて検討。）
 上記結果も踏まえ、３年ごとに計画の見直しを検討。

計画の進捗管理
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地方公共団体の基本的役割

○ 地方公共団体は、その地域の自然的社会的条件に応じた温室効果ガスの排出の抑制等のための
総合的かつ計画的な施策を推進。
再生可能エネルギー等の利用促進と徹底した省エネルギーの推進、低炭素型の都市・地域づ

くりの推進、循環型社会の形成、事業者・住民への情報提供と活動促進等。
○ 都道府県、指定都市、中核市及び施行時特例市は、本計画に即して、地方公共団体実行計画に
おいて、地域の自然的社会的条件に応じて温室効果ガスの排出の抑制等を行うための施策に関す
る事項を定める計画（以下「地方公共団体実行計画区域施策編」という。）を策定・実施。

○ その他の地方公共団体も、地方公共団体実行計画区域施策編を策定・実施するよう努める。

（１）地域の自然的社会的条件に応じた施策の推進

○ 地方公共団体は、自ら率先的な取組を行うことにより、区域の事業者・住民の模範になるべき。
○ 都道府県及び市町村は、本計画に即して、自らの事務及び事業に関し、温室効果ガスの排出の
量の削減並びに吸収作用の保全及び強化のための措置に関する計画（以下「地方公共団体実行計
画事務事業編」という。）を策定・実施。

（２）自らの事務及び事業に関する措置

○ 都道府県においては、管下の市町村における取組の優良事例の情報収集と他の市町村への普及
促進に取り組むよう努める。

○ また、地方公共団体実行計画の策定・改定や同計画に基づく取組が困難な市町村に対し、技術
的な助言や人材育成の支援等の措置を積極的に講ずるように努める。

（３）特に都道府県に期待される事項
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（参考）「地方公共団体実行計画」制度の概況

地方公共団体実行計画の策定率（平成27年10月調査時点）

地方公共団体実行計画の概要

【事務事業編】
全ての地方公共団体に策定を義務づけ
内容：地方公共団体自らの事務事業に
伴って発生する温室効果ガスの排出削
減等の措置
（例）庁舎・地方公共団体が管理する
施設の省エネ対策 等

【区域施策編】
都道府県、政令指定都市、中核市、施行時特例市に策定を義務づけ。施行時
特例市未満の市町村にも策定の努力が求められる。
内容：区域の自然的社会的条件に応じ温室効果ガスの排出抑制等を行うための
施策に関する事項（以下の４項目）

• 再生可能エネルギー導入の促進
• 地域の事業者、住民による省エネその他の排出抑制の推進
• 都市機能の集約化、公共交通機関、緑地その他の地域環境の整備・改善
• 循環型社会の形成

その他：都市計画等温室効果ガスの排出抑制と関係のある施策と実行計画の
連携

区域施策編の策定率の向上

19

団体区分 合計 事務事業編 区域施策編
都道府県 47 47(100%) 47(100%)
指定都市 20 20(100%) 18(90.0%)
中核市 45 45(100%) 45(100%)
施行時特例市 39 39(100%) 37(94.9%)
その他 1,637 1,323（80.8％） 277(16.9%)

合計 1,788 1,474
(82.4％)

424
(23.7％)

0%

20%

40%

60%

80%

100%

2010 2011 2012 2013 2014 2015

15.0%

55.8%

81.8%
91.9% 94.0% 97.4%策定率（施行時特例市以上）
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Sheet1

				策定率（特例市以上） サクテイリツトクレイシイジョウ

		2010		15%

		2011		55.80%

		2012		81.80%

		2013		91.90%

		2014		94.00%

		2015		97.40%

				グラフのデータ範囲の大きさを変更するには、範囲の右下隅をドラッグしてください。







（参考）地方公共団体実行計画のブロック別策定率

19

１．実行計画（事務事業編）の策定状況 ２．実行計画（区域施策編）の策定状況

任意 任意

茨城県 45 1 2 38 41 90.5% 91.1% 茨城県 45 1 2 11 14 26.2% 31.1%
栃木県 26 1 1 23 25 95.8% 96.2% 栃木県 26 1 1 5 7 20.8% 26.9%
群馬県 36 1 4 24 29 77.4% 80.6% 群馬県 36 1 4 2 7 6.5% 19.4%
埼玉県 64 1 8 47 56 85.5% 87.5% 埼玉県 64 1 8 14 23 25.5% 35.9%
千葉県 55 1 3 43 47 84.3% 85.5% 千葉県 55 1 3 10 14 19.6% 25.5%
東京都 63 1 1 53 55 86.9% 87.3% 東京都 63 1 1 33 35 54.1% 55.6%
神奈川県 34 1 9 21 31 87.5% 91.2% 神奈川県 34 1 9 6 16 25.0% 47.1%
新潟県 31 1 3 18 22 66.7% 71.0% 新潟県 31 1 2 11 14 40.7% 45.2%
山梨県 28 1 1 20 22 76.9% 78.6% 山梨県 28 1 1 2 4 7.7% 14.3%
長野県 78 1 2 49 52 65.3% 66.7% 長野県 78 1 2 14 17 18.7% 21.8%
静岡県 36 1 4 29 34 93.5% 94.4% 静岡県 36 1 4 4 9 12.9% 25.0%

合計 496 11 38 365 414 － 83.5% 合計 496 11 37 112 160 － 32.3%

全国82.4％ 全国23.7％

策定義務有り

施行時特
例市未満
の市区町

村

平成27年度地方公共団体における地球温暖化対策の推進に関する法律に係る
施行状況調査結果（関東ブロック）
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（参考）地方公共団体実行計画のブロック別策定率

１．実行計画（事務事業編）の策定状況 ２．実行計画（区域施策編）の策定状況

任意 任意

北海道 180 1 3 143 147 81.3% 81.7% 北海道 180 1 3 18 22 10.2% 12.2%
全国82.4％ 全国23.7％

平成27年度地方公共団体における地球温暖化対策の推進に関する法律に係る
施行状況調査結果（北海道ブロック）
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（参考）地方公共団体実行計画のブロック別策定率

１．実行計画（事務事業編）の策定状況 ２．実行計画（区域施策編）の策定状況

任意 任意

鳥取県 20 1 1 14 16 77.8% 80.0% 鳥取県 20 1 1 0 2 0.0% 10.0%
島根県 20 1 1 17 19 94.4% 95.0% 島根県 20 1 1 10 12 55.6% 60.0%
岡山県 28 1 2 22 25 88.0% 89.3% 岡山県 28 1 2 5 8 20.0% 28.6%
広島県 24 1 3 17 21 85.0% 87.5% 広島県 24 1 3 3 7 15.0% 29.2%
山口県 20 1 1 18 20 100.0% 100.0% 山口県 20 1 1 2 4 11.1% 20.0%
徳島県 25 1 0 23 24 95.8% 96.0% 徳島県 25 1 0 2 3 8.3% 12.0%
香川県 18 1 1 15 17 93.8% 94.4% 香川県 18 1 1 2 4 12.5% 22.2%
愛媛県 21 1 1 18 20 94.7% 95.2% 愛媛県 21 1 1 2 4 10.5% 19.0%
高知県 35 1 1 32 34 97.0% 97.1% 高知県 35 1 1 4 6 12.1% 17.1%

合計 211 9 11 176 196 － 92.9% 合計 211 9 11 30 50 － 23.7%

全国82.4％ 全国23.7％

施行時特
例市未満
の市区町

村

施行時特
例市未満
の市区町

村

平成27年度地方公共団体における地球温暖化対策の推進に関する法律に係る
施行状況調査結果（中国四国ブロック）
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（参考）地方公共団体実行計画のブロック別策定率

１．実行計画（事務事業編）の策定状況 ２．実行計画（区域施策編）の策定状況

任意 任意

富山県 16 1 1 12 14 85.7% 87.5% 富山県 16 1 1 2 4 14.3% 25.0%
石川県 20 1 1 17 19 94.4% 95.0% 石川県 20 1 1 6 8 33.3% 40.0%
福井県 18 1 1 13 15 81.3% 83.3% 福井県 18 1 1 3 5 18.8% 27.8%
岐阜県 43 1 1 30 32 73.2% 74.4% 岐阜県 43 1 1 7 9 17.1% 20.9%
愛知県 55 1 6 40 47 83.3% 85.5% 愛知県 55 1 6 11 18 22.9% 32.7%
三重県 30 1 1 23 25 82.1% 83.3% 三重県 30 1 1 5 7 17.9% 23.3%

合計 182 6 11 135 152 － 83.5% 合計 182 6 11 34 51 － 28.0%

全国82.4％ 全国23.7％

施行時特
例市未満
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村

施行時特
例市未満
の市区町

村

平成27年度地方公共団体における地球温暖化対策の推進に関する法律に係る
施行状況調査結果（中部ブロック）
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（参考）地方公共団体実行計画のブロック別策定率

１．実行計画（事務事業編）の策定状況 ２．実行計画（区域施策編）の策定状況

任意 任意

青森県 41 1 2 25 28 65.8% 68.3% 青森県 41 1 2 4 7 10.5% 17.1%
岩手県 34 1 1 25 27 78.1% 79.4% 岩手県 34 1 1 3 5 9.4% 14.7%
宮城県 36 1 1 24 26 70.6% 72.2% 宮城県 36 1 1 1 3 2.9% 8.3%
秋田県 26 1 1 18 20 75.0% 76.9% 秋田県 26 1 1 1 3 4.2% 11.5%
山形県 36 1 1 20 22 58.8% 61.1% 山形県 36 1 1 5 7 14.7% 19.4%
福島県 60 1 2 42 45 73.7% 75.0% 福島県 60 1 2 4 7 7.0% 11.7%

合計 233 6 8 154 168 － 72.1% 合計 233 6 8 18 32 － 13.7%

全国82.4％ 全国23.7％

施行時特
例市未満
の市区町

村

平成27年度地方公共団体における地球温暖化対策の推進に関する法律に係る
施行状況調査結果（東北ブロック）

策定率

計
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市未満の市

区町村

策定義務有り対象団
体数

（県含
む）

対象団
体数

（県含
む）

政令市・中
核市・施行
時特例市

施行時特例
市未満の市

区町村

都道府県
計 計

策定義務有り

都道府県
計

都道府県

策定団体数 策定率

都道府県

策定団体数



（参考）地方公共団体実行計画のブロック別策定率

１．実行計画（事務事業編）の策定状況 ２．実行計画（区域施策編）の策定状況

任意 任意

福岡県 61 1 3 38 42 66.7% 68.9% 福岡県 61 1 2 10 13 17.5% 21.3%
佐賀県 21 1 1 17 19 89.5% 90.5% 佐賀県 21 1 1 5 7 26.3% 33.3%
長崎県 22 1 2 19 22 100.0% 100.0% 長崎県 22 1 1 6 8 31.6% 36.4%
熊本県 46 1 1 43 45 97.7% 97.8% 熊本県 46 1 1 5 7 11.4% 15.2%
大分県 19 1 1 16 18 94.1% 94.7% 大分県 19 1 1 0 2 0.0% 10.5%
宮崎県 27 1 1 20 22 80.0% 81.5% 宮崎県 27 1 1 2 4 8.0% 14.8%
鹿児島県 44 1 1 39 41 92.9% 93.2% 鹿児島県 44 1 1 5 7 11.9% 15.9%
沖縄県 42 1 1 22 24 55.0% 57.1% 沖縄県 42 1 1 2 4 5.0% 9.5%
合計 282 8 11 214 233 － 82.6% 合計 282 8 9 35 52 － 18.4%

全国82.4％ 全国23.7％

政令市・
中核市・
施行時特
例市

施行時特
例市未満
の市区町

村

施行時特
例市未満
の市区町

村

平成27年度地方公共団体における地球温暖化対策の推進に関する法律に係る
施行状況調査結果（九州ブロック）

対象団
体数
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計 計
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政令市・
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施行時特
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施行時特
例市未満
の市区町

村

施行時特
例市未満
の市区町

村

計
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（県含
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都道府県都道府県
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計
都道府県



（参考）地方公共団体実行計画のブロック別策定率

１．実行計画（事務事業編）の策定状況 ２．実行計画（区域施策編）の策定状況

任意 任意

滋賀県 20 1 1 15 17 83.3% 85.0% 滋賀県 20 1 1 5 7 27.8% 35.0%
京都府 27 1 1 25 27 100.0% 100.0% 京都府 27 1 1 12 14 48.0% 51.9%
大阪府 44 1 11 26 38 81.3% 86.4% 大阪府 44 1 10 3 14 9.4% 31.8%
兵庫県 42 1 7 31 39 91.2% 92.9% 兵庫県 42 1 7 4 12 11.8% 28.6%
奈良県 40 1 1 19 21 50.0% 52.5% 奈良県 40 1 1 5 7 13.2% 17.5%
和歌山県 31 1 1 20 22 69.0% 71.0% 和歌山県 31 1 1 1 3 3.4% 9.7%

合計 204 6 22 136 164 － 80.4% 合計 204 6 21 30 57 － 27.9%

全国82.4％ 全国23.7％

施行時特
例市未満
の市区町

村

施行時特
例市未満
の市区町

村

平成27年度地方公共団体における地球温暖化対策の推進に関する法律に係る
施行状況調査結果（近畿ブロック）
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施行時特
例市未満
の市区町

村
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（府県
含む）
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計
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例市未満
の市区町

村

計
都道府県

策定団体数 策定率

都道府県

都道府県

策定団体数 策定率



○ 都道府県及び市町村は、率先して自らの温室効果ガス排出の抑制に取り組むべき。
・原則として全ての事務及び事業を対象とし、
・取組のＰＤＣＡの体制を構築・運営するべき

○ とりわけ、エネルギー起源二酸化炭素については、
・排出状況（使用しているエネルギーの種類及び量、エネルギー利用設備の稼働状況等）
を恒常的・網羅的に把握、
・再生可能エネルギー及び未利用エネルギー（以下「再生可能エネルギー等」という。）の導
入・活用や省エネルギーの機会を積極的に追求、
・必要な運用改善及び費用対効果の高い設備投資の検討を行うべき

○ 事業の用に供する設備については、排出抑制等指針に基づき、技術の進歩などの状況変化に
応じ、温室効果ガスの排出の抑制等に資するものを選択するよう努めなければならない。
・特に都道府県及び指定都市等は、ＢＡＴ（経済的に利用可能な最善の技術）の積極的な導入
を検討するべき。
・できる限り温室効果ガスの排出の量を少なくする方法で使用するよう努めなければならない。

地方公共団体が講ずべき措置等に関する基本的事項①

１．ＰＤＣＡサイクルを伴った温室効果ガス排出削減の率先実行
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○ 都道府県及び市町村は、地域の自然的社会的条件に応じて、積極的に地域における再生可能エ
ネルギー等の利用の促進やエネルギーの面的利用の推進に取り組むべき。

○ 自らも庁舎や公共施設等（遊休地・遊休施設を含む）での再生可能エネルギー等の率先導入・
活用や省エネルギーを推進するべき。

○ 再生可能エネルギー等の利用の促進に当たっては、安定的かつ効率的な需給体制の構築が重要。
特にバイオマスエネルギーについては、資源調達から需要先の確保に至る多様な関係者の連携
確保が課題となる。都道府県及び市町村には、連携確保の担い手となることが期待。

○ また、都市のコンパクト化などのまちづくりの推進や公共施設の再編等と合わせて、地域熱供
給システムの導入等による効率的なエネルギー利用を推進することが期待。

○ 再生可能エネルギー事業に関するコスト低減や投資促進に向けては、
・再生可能エネルギー施設に係る固定資産税減免等の租税上の措置や、
・地域金融機関等と連携した再生可能エネルギー事業への出資などの金融上の措置について、積
極的に検討・導入することが期待。

○ 再生可能エネルギーの導入及び活用に付随して、景観の悪化や騒音の発生、土地や水域の利用
に係る権益への影響などの様々な懸念や問題も生じ得る。
・都道府県及び市町村は、これらを未然に防止・解消するよう努めた上で、関連施設の周辺住民
の理解を醸成するとともに関係事業者（例えば、農林水産業者、温泉業者）等の協力が得られ
るよう、地域協議会の設置・運用に努めること等により、地域における再生可能エネルギーの
社会的受容性の確保を促進することが期待。
・事業者が長期にわたり安定的に再生可能エネルギー事業を継続していくよう事業内容の適切性
に配慮するとともに、環境的に持続可能な資源調達並びに生態系及び景観の保全についての適
切な情報提供等を通じて、地域の自然的社会的条件に適した利用の促進を図ることが期待。

地方公共団体が講ずべき措置等に関する基本的事項②

２．再生可能エネルギー等の導入拡大・活用促進と省エネルギーの推進（１／2）
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地方公共団体が講ずべき措置等に関する基本的事項②

○ 事業者が事業の用に供する設備について、排出抑制等指針に基づくＢＡＴの導入や適切な運
用改善、省エネルギー診断の積極的な受診、コージェネレーションの導入、エネルギーマネジメ
ントシステムの整備等を促進する。

○ 都道府県、指定都市、中核市、施行時特例市及び区域における温室効果ガス排出量の特に多
い市においては、温室効果ガス排出量報告制度や地球温暖化対策計画書制度等の整備・運用によ
り、事業者の温室効果ガス排出削減の促進に取り組む。

○ 公共交通機関の利用促進に加えて、温室効果ガスの排出量がより少ない製品（木材製品を含
む。）・役務の利用促進、次世代自動車の普及やエコドライブの推進、省エネルギー住宅に対す
る財政上の支援や国民運動「COOL CHOICE」の促進等を通じて、住民による温室効果ガスの排
出抑制も図るべきである。

２．再生可能エネルギー等の導入拡大・活用促進と省エネルギーの推進（２／2）
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○ 地域における地球温暖化対策の推進に当たっては、都市構造を集約型に転換していくことを
基本的な方向とし、当該地域の社会経済構造が温室効果ガスを大量に排出する形で固定化(ロッ
クイン)することを防ぐべく、低炭素型の都市・地域づくりについて総合的かつ計画的に取り組
むことが必要。

○そうした取組を円滑に推進し、成果を根付かせるためには、再生可能エネルギー等の地域資源
を活用しつつ、地域活性化や防災、生物多様性保全などの多様な地域課題にも応えるよう配慮
することが有効かつ重要。

○このため、都市計画や農業振興地域整備計画、低炭素まちづくり計画をはじめとして、総合計
画、公共施設等総合管理計画、地域公共交通網形成計画などの温室効果ガスの排出の抑制等と
関係を有する施策とも、当該施策の目的の達成との調和を図りつつ、地方公共団体実行計画と
連携して温室効果ガスの排出の抑制等が行われるよう配意。
例えば、業務中心地区や工業団地等におけるＣＥＭＳ（Community Energy Management 

System）や地域熱供給の導入などの面的な取組から、都市のコンパクト化、公共交通網の再構
築、スマートコミュニティの構築などの広域的な取組まで、地方公共団体が中心となって進め
る取組が強く期待。

○ 取組に対する事業者・住民の理解・協力を促進するため、まちづくりに参画する人づくり・
ネットワークづくりを進め、多様な主体が低炭素化の担い手となるよう促すことが重要。
このため、環境教育・普及啓発、エリアマネジメント等をはじめとする民間団体の活動支援

などの地域に密着した施策を進めることが期待。

地方公共団体が講ずべき措置等に関する基本的事項③

３．地域の多様な課題に応える低炭素型の都市・地域づくりの推進
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○ 地方公共団体には、国や地域地球温暖化防止活動推進センター、地球温暖化対策地域協議会
等と連携しつつ、地域エネルギー・温暖化対策推進会議等を活用することにより、都道府県及
び市町村間での地球温暖化対策に係る情報・ノウハウの積極的な共有や多様な主体による取組
の促進を図ることが強く期待。

○ 他の地方公共団体との広域的な協調・連携を通じて、地球温暖化対策に資する施策や事業に
ついて共同での検討や実施を推進することにより、取組の更なる高度化・効率化・多様化を図
ることも期待。
・自然的社会的条件の類似する地方公共団体間において共通して有効と思われる対策・施策に
関する知見の共有や共同事業の実施、

・連携中枢都市圏（相当な規模と中核性を備える中心都市が近隣市町村と連携して形成する都
市圏）における対策・施策の連携・協調、

・再生可能エネルギー資源に富む中山間地域と資金力に富む都市部との共同エネルギー事業の
実施など、

多様な形態の連携が考えられる。
○ 海外の地方公共団体との姉妹都市関係等に基づく国際的な都市間連携により、先進的な取
組・技術に係る情報共有や海外における低炭素化を目指したまちづくりを促進することを通じ
て、世界全体での温室効果ガス排出削減にも貢献することが期待される。

地方公共団体が講ずべき措置等に関する基本的事項④

４．地方公共団体間の区域の枠を超えた協調・連携
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参考：IPCC 第5次評価報告書からのヒント
～マルチベネフィットの追求～



気候変動に関する政府間パネル（IPCC）とは

• 設立：世界気象機関（WMO）及び国連環境計画（UNEP）により1988年に設立された国連 の組織

• 任務：各国の政府から推薦された科学者の参加のもと、地球温暖化に関する科学的・技術的・社
会経済的な評価を行い、得られた知見を政策決定者をはじめ広く一般に利用してもらうこと

• 構成：最高決議機関である総会、3つの作業部会及びインベントリー・タスクフォースから構成

出典：図 環境省資料図.IPCCの組織

IPCC
総会

第1作業部会（WGⅠ）：科学的根拠
気候システム及び気候変化についての評価を行う。

第2作業部会（WGⅡ）：影響、適応、脆弱性
生態系、社会・経済等の各分野における影響及び適応策についての評価を行う。

第3作業部会（WGⅢ）：緩和策
気候変化に対する対策（緩和策）についての評価を行う。

インベントリー・タスクフォース
各国における温室効果ガス排出量・吸収量の目録（インベントリ）策定のための方法論

の作成・改善を行う。
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将来のリスク低減

 確信度の高い複数の分野や地域に及ぶ主要なリスクとして、以下の8つが挙げられている。
i）海面上昇、沿岸での高潮被害などによるリスク
ii）大都市部への洪水による被害のリスク
iii）極端な気象現象によるインフラ等の機能停止のリスク
iv）熱波による、特に都市部の脆弱な層における死亡や疾病のリスク
v）気温上昇、干ばつ等による食料安全保障が脅かされるリスク
vi）水資源不足と農業生産減少による農村部の生計及び所得損失のリスク
vii）沿岸海域における生計に重要な海洋生態系の損失リスク
viii）陸域及び内水生態系がもたらすサービスの損失リスク

＜気候変動による国家間の関係、安全保障上の脅威＞
 21世紀中の気候変動によって、人々の強制移転が増加すると予測されている
 気候変動は、貧困や経済的打撃といった十分に裏付けられている紛争の駆動要因を増幅させることによって、内戦や民族紛争と
いう形の暴力的紛争のリスクを間接的に増大させうる

 多くの国々の重要なインフラや領域保全に及ぼす気候変動の影響は、国家安全保障政策に影響を及ぼすと予想される

＜気候変動による主要な8つのリスク＞

 現行を上回る追加的な緩和努力がないと、たとえ適応があったとしても、21世紀末までの温暖化が、深刻で広範にわたる不可逆
的な影響を世界全体にもたらすリスクは、非常に高い水準に達するだろう

 緩和はコベネフィット及び負の副次効果によるリスクの両方をある程度まで伴う。しかし、緩和によるリスクは、気候変動による深刻
で広範にわたる不可逆的な影響と同程度のリスクの可能性を伴うものではなく、近い将来の緩和努力による便益を増加させる

＜緩和による気候変動リスク低減の必要性＞

• 緩和努力がなければ、広範囲な将来の気候変動リスクが生じるおそれ
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緩和策は様々な副次効果をもたらす

• 450・500ppmシナリオでは、大気質、エネルギー安全保障の目的を達成するための費用が下がるととも
に、人間の健康、生態系への影響、及び資源の充足やエネルギーシステムのレジリエンス(強靱性)に対

する相当の共同便益があることが示されている。 (確信度：中程度) 

• 気候政策からは、共同便益や波及効果とともに、広範囲な負の副次効果の可能性があるが、これ
らは十分に定量化されてこなかった(確信度：高い) 

注：

ベースライン：現行水準以上の追
加的な対策を行わない。厳格な
気候変動政策：2100年の濃度が
430-530ppmとなる水準に相当

出典：図, IPCC AR5 WG3 SPM 
Fig.SPM.6

（IPCC AR5 WG3 SPM p.16 16行目）

（IPCC AR5 WG3 SPM p.17 7行目）

• 大気汚染物質の大幅削減に結びついた健康や生態系への悪影響削減による便益は、現状で大気汚染対策の規制や計画の弱
い場所では特に大きい

• エネルギー最終消費に係る措置の潜在的な共同便益は潜在的な負の副次効果をしのいでいる。一方、証拠から見ると、エネル
ギー供給全てとAFOLU部門の措置については、これは当てはまるものではないかもしれない。

• 副次効果の主な例として、生物多様性保全、水の利用可能性、食料安全保障、所得分配、税制の効率、労働力の供給と雇用、
都市乱開発、及び発展途上国の成長の持続可能性などがある

図．2050年におけるブラックカーボン・二酸化硫黄の排出水準

（IPCC AR5 WG3 SPM p.16 21行目）

（IPCC AR5 WG3 SPM p.17 2行目）

（IPCC AR5 WG3 SPM p.17 10行目）
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エネルギー供給部門の緩和策に伴う副次効果

表. エネルギー供給部門におけるプラス／マイナスの副次効果

経済 社会 環境 その他

バイオマス供給の上流側の効果については農林業・その他土地利用部門を参照

原子力による
石炭代替

↑ エネルギーセキュリティ（燃料価格変動の
影響低減）

↑ 地域の雇用創出（ただし正味の効果は不
確実）

↑ 放射性廃棄物、廃炉後の炉に関する負
担

健康への影響：
↓ 大気汚染、石炭採掘時の事故
↑ 原子力事故と廃棄物処理、ウラン採掘・

加工
↑ 安全性・廃棄物に関する懸念

生態系への影響：
↓ 大気汚染、石炭採掘
↑ 原子力事故

核の拡散リ
スク

再生可能エネ
ルギーによる
石炭代替

↑ エネルギーセキュリティ（資源調達、短中
期の多様性）

↑ 地域の雇用創出（ただし正味の効果は不
確実）

↑ 灌漑、洪水抑制、海運、水資源供給（貯
水式水力、規制された河川）

↑ 需要量と整合を図るための追加的対策
（太陽光、風力、太陽熱の一部）

健康への影響：
↓ 大気汚染（バイオエネルギーを除く）
↓ 石炭採掘時の事故
↑ 電力網整備区域外でのエネルギーアクセ

ス
? プロジェクト固有の社会受容性（例：風力

の景観の問題）
↑ 地層構造変化のおそれ（大規模水力）

生態系への影響：
↓ 大気汚染（バイオエネルギーを除く）
↓ 石炭採掘
↑ 生息環境への影響（水力の一部）
↑ 景観、野生生物への影響（風力）
↓ 水使用量の低減（風力、太陽光）
↑ 水使用量の増大（バイオエネルギー、太陽

熱、地熱、貯水式水力）

太陽光、直
流式風力
における希
少な金属
類の使用
増

CCS付火力によ
る石炭代替

↑↑ 化石燃料に関する産業における人的・
物的資本の維持またはロックイン

健康への影響：
↑ CO2の漏洩リスク
↑ サプライチェーンの上流における活動
↑ 安全性の懸念（CO2貯留、輸送）

↑ サプライチェーンの上流における活動による
生態系への影響

↑ 水使用量増

CO2貯留の

長期間の
モニタリン
グが必要

BECCSによる石
炭代替

あてはまる箇所についてはCCSの行を、バイオマス供給については農林業・その他土地利用部門を参照

メタン漏洩の防
止、回収、処理

↑ エネルギーセキュリティ（一部においてガ
スの利用可能性増）

↓ 大気汚染減による健康への影響
↑ 炭鉱における労働安全

↓ 大気汚染減による生態系への影響

↑↓ プラスの効果、↑↓ マイナスの効果、? 正味の効果は不明

出典：図, IPCC AR5 WG3 TS Table TS.3
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輸送部門の緩和策に伴う副次効果

• 排出ガス中の粒子状物質(黒色炭素を含む)、対流圏オゾン、エーロゾル前駆物質(NOxを含む)を減少させることで、
短期的に人の健康とCO2削減との共同便益が得られる(証拠：中程度、見解一致度：中程度)

• 歩行者のためのインフラを優先させることや自動車を使わないサービス、公共交通サービスを組み合わせることで、
全ての地域における経済的かつ社会的な共同便益を生み出すことができる(証拠：中程度、見解一致度：中程度)

（IPCC AR5 WG3 SPM p.22 12行目）

（IPCC AR5 WG3 SPM p.22 29行目）

経済 社会 環境

低炭素電力についてはエネルギー供給部門を、バイオマス供給については農林業・その他土地利用部門を参照

燃料の炭素強度の削減
（電力、水素、CNG、バイオ燃
料、その他の対策）

↑ エネルギーセキュリティ（多様化、

石油依存減、原油価格変動リスク回避）

↑ 技術の波及効果（バッテリー技術の

家電への応用）

都市大気汚染による健康影響：
？ CNG・バイオ燃料（正味の効果は不確か）

↓ 電力・水素 （ほとんどの汚染物質減）

↑ 軽油 （汚染増の可能性あり）

↓ 騒音 （電化・燃料電池車）

↓ 道路の安全性（電気自動車の低速時の静かさ）

電気・水素の生態系影響：
↓ 都市大気汚染
↑ 物質利用（非持続的な資源採掘）

エネルギー強度の
低減

↑ エネルギーセキュリティ（石油依存

減、原油価格変動リスク回避）

↓ 都市大気汚染の削減による健康影響
↑ （耐衝突性の増加による）交通安全性

↓ 都市大気汚染減による生態系や
生物多様性への影響

コンパクト都市の形成
輸送インフラの改善
モーダルシフト

↑ エネルギーセキュリティ（石油依存

減、原油価格変動リスク回避）

↑ 生産性（都市渋滞・移動回数の削減、

安価なアクセスしやすい輸送）

? 公共交通機関・自動車製造業で
の雇用機会増減

健康影響（非動力源の移動利用）：
↓ 運動量の増加
↑ 大気汚染物質の曝露のおそれ
↓ 騒音（モーダルシフト、移動削減）

↑ 雇用に関わる交通利便性の公平性（特に途上国）

↑ 道路の安全性（モーダルシフト、徒歩・自転車のためのインフラ）

生態系影響：
↓ 都市大気汚染
↓ 土地利用競合

移動の削減・回避 ↑ エネルギーセキュリティ（石油依存

減、原油価格変動リスク回避）

↑ 生産性（都市渋滞・移動回数の削減、

徒歩）

↓ 健康影響（非動力源の交通手段） 生態系影響：
↓ 都市大気汚染
↑ 新規/短縮航路
↓ 土地利用競合（交通インフラ）

表. 輸送部門におけるプラス／マイナスの副次効果

出典：図, IPCC AR5 WG3 TS Table TS.4 ↑↓ プラスの効果、↑↓ マイナスの効果、? 正味の効果は不明 30



建築部門の緩和策に伴う副次効果

• 建築物における大半の緩和選択肢は、エネルギー費用削減に加えて、大きく、かつ多様
な共同便益を持つ(証拠：確実、見解一致度：高い)
• 共同便益にはエネルギー安全保障、健康(例：よりクリーンな薪調理器など)、環境面の効果、職場の生産性、燃料

不足の減少、及び雇用純増などの改善が含まれている。
• 金銭価値化した共同便益についての研究では、しばしば、これらがエネルギー費用の削減や可能性のある気候便

益をしのぐことが見出されている (証拠：中程度、見解一致度：中程度)
（IPCC AR5 WG3 SPM p.23 13行目）

経済 社会 環境 その他

燃料転換、再生可能エネルギーについてはエネルギー供給部門を参照

燃料転換，
再生可能エネルギー導入，
屋上緑化，
その他排出強度削減対策

↑ エネルギーセキュリティ
↑ 雇用への影響
↑ エネルギー補助金の必要性低下
↑ 建物の資産価値

燃料貧困（住宅）：
↓ エネルギー需要
↑ エネルギーコスト
↓ エネルギーアクセス

（エネルギーコスト増）

↑ 女性・子供の生産時間
（伝統的な調理コンロの代替）

住宅内の健康影響：
↓ 屋外大気汚染
↓ 屋内大気汚染（途上国）

↓ 燃料貧困
↓ 生態系影響（屋外大気汚染減）

↑ 都市の生物多様性（屋上緑化）

都市のヒート
アイランド効
果の低減

既存建物の改修
優れた新築建物
高効率家電製品

↑ エネルギーセキュリティ
↑ 雇用への影響
↑ 生産性（商業ビル）
↑エネルギー補助金の必要性低下
↑ 建物の資産価値
↑ 災害強靭性

↓燃料貧困（改修、高効率機器）

↓ エネルギーアクセス
（投資コスト増）

↑ 熱環境の快適性（改修、
優れた新築建物）

↑女性・子供の生産時間
（伝統的な調理コンロの代替）

健康影響：
↓ 屋外大気汚染
↓ 屋内大気汚染（高効率コンロ）

↓ 屋内環境条件
↓ 燃料貧困
↓ 不十分な換気
↓ 生態系影響（屋外大気汚染減）

↓ 水消費・汚水発生

都市のヒート
アイランド効
果の低減（改
修、優れた新
築建物）

エネルギー需要削減のための
行動変化

↑エネルギーセキュリティ
↑エネルギー補助金の必要性低下

↓ 屋外大気汚染減と屋内環境条件の改
善を通じた健康影響
↓ 生態系影響（屋外大気汚染減）

表. 建築部門におけるプラス／マイナスの副次効果

↑↓ プラスの効果、↑↓ マイナスの効果
出典：図, IPCC AR5 WG3 TS Table TS.5
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産業部門の緩和策に伴う副次効果

• 多くの排出削減の選択肢は、費用対効果が高く、収益性があり、(環境コンプライアンス
の向上や健康便益等の)複数の共同便益と関係している。

（IPCC AR5 WG3 SPM p.24 4行目）

経済 社会 環境

低炭素エネルギー（CCS含む）についてはエネルギー供給部門を、バイオマス供給については農林業・その他土地利用部門を参照

CO2やCO2以外の
GHGの排出強度の
削減

↑ 競争力、生産性 ↓ 地域の大気汚染減や労働環境の改

善による健康影響（アルミニウムから
のPFC）

↓ 地域の大気汚染や水質汚濁の削
減を通じた生態系影響

↑ 水資源保全

新技術・プロセスに
よるエネルギー効率
向上

↑ エネルギーセキュリティ（エネルギー強
度の低下）

↑ 雇用への影響
↑ 競争力、生産性
↑ 途上国での技術波及効果（サプライ

チェーンのつながりによるもの）

↓ 地域の大気汚染減による健康影響
↑ 新しいビジネス機会
↑ 水利用・水質
↑ 安全・労働条件・職業満足度

生態系影響：
↓ 化石燃料採掘
↓ 地域汚染と廃棄物

財の素材利用効率、
リサイクル

↓ 消費税による税収（中期）
↑ 雇用への影響（廃棄物、リサイクル）

↑ 製造業における競争力
↑ 産業クラスターのための新しいインフ

ラ

↓ 健康影響と安全性への懸念
↑ 新しいビジネス機会
↓ 地域紛争（資源採掘の削減）

↓ 地域の大気汚染・水質汚濁の削減
と廃棄物処理を通じた生態系影響

↓ バージン素材や自然資源の使用
（非持続型資源の採掘削減）

製品需要の削減 ↓ 消費税による税収（中期） ↓ 地域紛争（消費不均衡の低減）

↑ 多様なライフスタイルについての新た
なコンセプト

↓ 消費後の廃棄物

表. 産業部門におけるプラス／マイナスの副次効果

↑↓ プラスの効果、↑↓ マイナスの効果
出典：図, IPCC AR5 WG3 TS Table TS.6
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農林業・その他土地利用部門の緩和策に伴う副次効果

• 農業慣行と森林の保全・経営に関する政策は、緩和と適応の双方が含まれるとき、より効果的と
なる。
• AFOLU部門のいくつかの緩和の選択肢(例えば、土壌と森林への炭素ストック)は気候変動に対して脆弱である可能性があ

る(証拠：中程度、見解一致度：高い)
• 持続可能な形で実施されれば、森林減少と森林劣化からの排出を削減するための活動(REDD+ 27は持続可能な設計例で

ある)は、費用対効果が高い気候変動の緩和政策の選択枝となり、経済的、社会的、及びその他の環境・適応に関する共
同便益 (例：生物多様性と水資源の保全、及び土壌侵食の低減) を持つ可能性がある。(証拠：限定的、見解一致度：中程
度)

（IPCC AR5 WG3 SPM p.25 5行目）

※REDD+：REDDとは、Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation in Developing Countries（森林減少・劣化からの温室効果ガス排出削減）の略で、

途上国での森林減少・劣化の抑制や森林保全による温室効果ガス排出量の減少に、資金などの経済的なインセンティブを付与することにより、排出削減を行おうと
するもの。森林保全、持続可能な森林経営および森林炭素蓄積の増加に関する取組を含む場合にはREDD+と呼ばれる。

経済 社会 環境 制度

供給側の対策（*印）

林業、農業、家畜、統合
システム（混農林業など）
とバイオエネルギー

需要側の対策

食料サプライチェーンで
のロスの削減、食習慣の
変化、木材・林産品の需
要の変化

*雇用への影響
↑ 起業意欲
↓ 農業における 労働集約的で

ない技術の利用
↑ *収入源の多様化、市場への

アクセス
↑ *（持続可能な）景観管理への

追加的な収入
↑ *所得集中
↑ *エネルギーセキュリティ（資源

の十全性）
↑ 持続可能な資源管理のための

革新的資金メカニズム
↑ 技術革新・移転

↑ *統合システムや持続可能な農業の
強化による食料・作物生産

↓ *非食料作物の大規模単一生産によ
る（地域単位での）食料生産

↑ （持続可能な）森林管理・保存による
文化保存地・レクリエーション地域

↑ *人間健康、動物福祉（農薬の削減、

燃焼の減少、混農林業や牧農方式の
取組）

↓ *燃焼による健康影響（農業、バイオ
エネルギー）

*ジェンダー、世代内外の衡平性
↑ 参加、公平な利益配分
↑ 利益集中

生態系サービスの提
供
↑ 生態系保全、持続的

管理、持続可能な農
業

↓ *大規模単一生産
↑ *土地利用の競合
↑ 土壌の質
↓ 土壌の浸食
↑ 生態系の強靭性
↑ アルベド、蒸発

↑↓ *特に天然林におけ

る活動を行う場合の
（先住民や地域コミュニ
ティにとって）現地での
借地・土地利用権

↑↓ 土地管理決定への

参加メカニズムへのア
クセス

↑ 持続可能な資源管理

のための既存の政策
の施行

↑↓ プラスの効果、↑↓ マイナスの効果

表. 農林業・その他土地利用部門におけるプラス／マイナスの副次効果

出典：図, IPCC AR5 WG3 TS Table TS.7

33



人間居住、インフラ及び空間計画に関する副次効果

• 都市規模の気候変動緩和戦略の実施が成功すると共同便益が得られる(証拠：確実、
見解一致度：高い)

経済 社会 環境

コンパクトな発展、イン
フラ

↑ イノベーション、生産性
↑↑ 賃料、住居の資産価

値の上昇
↑ 資源の効率的な利用・

運搬

↑ 運動による健康増進 ↑ オープンスペースの確
保

アクセス性の向上 ↑ 通勤、通学時間の削減 ↑ 運動量増加による健康
増進

↑ 社会交流、精神面の健
康

↑ 大気汚染の減少、生態
系・健康への影響低減

混合的な土地利用 ↑ 通勤、通学時間の削減
↑↑ 賃料、住居の資産価

値の上昇

↑ 運動量増加による健康
増進

↑ 社会交流、精神面の健
康

↑大気汚染の減少、生態
系・健康への影響低減

表.人間居住、インフラ、空間計画に関するプラス／マイナスの副次効果

↑↓ プラスの効果、↑↓ マイナスの効果
出典：図, IPCC AR5 WG3 TS Table 12.6

（IPCC AR5 WG3 SPM p.26 13行目）
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地方公共団体実行計画の策定・改定に向けて
～環境省からの情報発信等～



地方公共団体実行計画の策定・改定を後押し
○ 「地方公共団体実行計画策定マニュアル」（仮）を平成28年度内をメドに策定・公表の予定。

○ 同マニュアルに関する検討会を以下のとおり開催中。
・実行計画（区域施策編）に関する検討会

第1回（８月23日）、第2回（9月26日）、
第3回（10月21日）、第4回（11月25日）

・実行計画（事務事業編）に関する検討会も今秋キックオフ予定

○ 都道府県による「地域版低炭素塾」のモデル開催支援を実施中（各都道府県で2回ずつ開催予定）。
・第１回の開催予定

・このほか、北海道、山形県、愛知県、大阪府、島根県、徳島県及び宮崎県でも開催に向けて調
整中

○ 今後の最新情報については、環境省環境計画課のメールマガジンや
「地方公共団体実行計画策定支援サイト」（※）にて随時発信。

※ 環境省 > 総合環境政策 > 地方公共団体実行計画策定支援サイトトップページ
http://www.env.go.jp/policy/local_keikaku/index.html

（11月上旬）秋田県、京都府、熊本県 （11月中旬）静岡県、高知県
（11月下旬）青森県、岩手県 （１月）兵庫県
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「地球温暖化対策計画」等説明会を全国で開催 ※全て終了しました

ブロック 開催日 申込み期限 会場

関東 平成28年9月27日 9月16日 東京都千代田区霞が関３－３－３
全日通霞が関ビル ８階 大会議室Ａ

北海道 平成28年10月7日 10月3日 北海道札幌市北区北８条西２丁目
札幌第一合同庁舎 ２階 講堂

中国・四国 平成28年10月17日 10月5日 岡山県岡山市北区駅元町14-１
岡山コンベンションセンター３階 301会議室

中部 平成28年10月24日 10月12日 愛知県名古屋市中村区名駅４-４-38
ウインクあいち 11階 会議室1104 

東北 平成28年10月25日 10月12日 宮城県仙台市青葉区本町３-２-23
仙台第二合同庁舎 ２階 大会議室

九州 平成28年11月4日 10月26日 福岡県福岡市博多区博多駅東２-11-１
福岡合同庁舎本館 ８階 共用第７会議室

近畿 平成28年11月8日 10月26日 大阪府大阪市中央区大手前１-３-49
ドーンセンター ５階 特別会議室

○ 関連ホームページ：開催プログラムや配付資料を掲載
http://www.env.go.jp/policy/local_keikaku/kuiki/training2016/index.html

○ 地方公共団体対象を対象として、地球温暖化対策推進法の平成28年改正や「地球温暖化対
策計画」等に係る説明会：「地球温暖化対策計画」等を全国7ブロックで開催。
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御清聴ありがとうございました。
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